
 

鎌倉市スポーツ振興基本計画は、スポーツ振興法に基づき平成 12 年度（2000 年度）に国が策定

したスポーツ振興基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定

めるよう努めることとされ、本市におけるスポーツの将来像及びスポーツ関連施策の基本的指針と

なるものとして策定したものです。 
 

 現行の基本計画の計画期間は平成 26 年４月（2014 年度）から令和７年度(2025 年度）までとな

っており、新型コロナウイルス感染症の影響及び東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会等、スポーツの社会的役割の増大及びこれに伴う市民ニーズの変化など、スポーツを取り巻く環

境が大きく変化しています。これまでのスポーツ施策を継承しつつ、スポーツによるまちづくりの

視点を踏まえた見直しを行い、新たに改定するものです。 

 

 

 

令和７年（2025 年）11 月 14 日（金）～令和７年（2025 年）12 月 15 日（月） ※必着 
 
 

 

➢ 電子メール、郵送、持参（スポーツ課まで）のいずれかの方法 

⚫ 電子メール spopfi@city.kamakura.kanagawa.jp 

⚫ 郵送・持参 〒247‐0066 鎌倉市山崎 616 番６号  

鎌倉市 健康福祉部 スポーツ課（鎌倉武道館内） 

➢ 意見提出の様式は自由ですが、裏面の意見提出用紙をご利用いただくと便利です。 

➢ 電子メールの場合は、件名に「鎌倉市スポーツ振興基本計画への意見」とご記入ください。 

➢ 電話又は口頭による意見は正式な意見公募としてはお受けできません。 

➢ ご連絡先の情報は、頂いたご意見の内容について問い合わせをする以外には利用しません。 

 

 

➢ 市内に住所を有する方 

➢ 市内の事務所又は事業所に勤務する方、市内に事務所又は事業所を有する方 

➢ 市内の学校に在学する方 

➢ 市に対して納税義務を有する方 

➢ この事案に関し利害関係を有する方 

 

 

提出されたご意見については、市の考えとともに、意見公募終了後に公表します。 

個別回答はいたしませんので、ご了承ください。 

 

 

鎌倉市 健康福祉部 スポーツ課  ☏ ０４６７－４３－３４１９ 

意見の提出方法

「鎌倉市スポーツ振興基本計画」 へのご意見を募集します 

提出できる方

意見公表

お問い合わせ

意見の募集期間 

土地利用調整制度の見直しに係る３条例の改正（素案） 


